
津波災害警戒区域及び避難確保計画について

令和７年８月４日

神奈川県 くらし安全防災局・県土整備局
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津波災害警戒区域について

避難確保計画について



津波災害警戒区域について
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津波災害警戒区域について

津波発生のメカニズム

東日本大震災の教訓

津波防災地域づくり

津波災害警戒区域

津波から命を守るために
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津波発生のメカニズム

4画像出典：気象庁『津波発生と伝播のしくみ』より引用



津波発生のメカニズム

5画像出典：気象庁『津波発生と伝播のしくみ』より引用



東日本大震災の教訓
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① 過去数百年の地震履歴からは想定できない災害レベルの津波が来襲
抜本的に津波の想定を見直す必要がある。

② 津波から安全に避難するには何よりも早期避難が重要

津波襲来を予想していない人も周囲の声掛けにより避難していた
日頃から、津波リスクを正しく理解し、もしもの時にすぐ逃げられる

ようにしておく必要がある。

③ 防潮堤などのハード対策だけでは防げない津波が襲来する可能性がある
ソフト対策が一層重要となる。

被災地での調査結果等からわかったこと



津波防災地域づくり
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津波防災地域づくりに関する法律
（平成23年12月14日公布 平成23年12月27日一部施行、平成24年6月13日全部施行）

発生頻度は高く、津波高は低いものの
大きな被害をもたらす津波

将来起こりうる津波災害を防止・軽減のため、全国で活用可能な一般的な制度を創設し、
ハード・ソフトの施策を組み合わた「多重防御」による「津波防災地域づくり」を推進

発生頻度は極めて低いものの、
発生すれば甚大な被害をもたらす津波

中央防災会議ほか(2011)
「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・
津波対策に関する専門調査会 報告」より

最大クラスの津波(L2)

頻度の高い津波（Ｌ１）

基本理念 『なんとしても人命を守る』

考え方

今後の津波対策を構築するにあたっ
ては、基本的に二つのレベルの津波
を想定する必要がある。

津波対策を構築するにあたっての
これからの想定津波の考え方



津波防災地域づくり
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レベル2（L２）津波
＜東日本大震災クラス＞

レベル1(L1)津波
<関東大震災クラス>

L1津波

防潮堤

L2津波

防潮堤

比較的頻度の高い津波
数十年から百数十年に一度
津波は防潮堤で止める
防潮堤の高さを決める

最大クラスの津波
数百年に一度
津波は防潮堤を越える
総合的な津波防災対策

防護 減災

L1 L2

田辺市(2024)『田辺市事前復興計画』をもとに作成



津波防災地域づくり
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津波防災地域づくりに関する法律

国の基本指針

津波浸水想定の設定

津波災害警戒区域の指定（イエローゾーン）

推進計画の策定 aa

津波災害特別警戒区域の指定

◯ 警戒避難体制の整備 ◯ 基準水位の公表 など

○ 区域内の要配慮者施設に開発規制がかかる

○ 県の指定後に、市町が条例により、開発規制の対象に

住宅等を加えることが可能

○ ハード・ソフト施策を
組み合わせた津波防災
地域づくりの総合的な
計画

オレンジゾーン

レッドゾーン

連
動

(平成27年3月公表)

(平成23年12月公表)

(平成23年12月施行)

任意

任意

任意



津波防災地域づくり
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津波浸水想定（平成27年３月公表）

住民の方々に津波による浸水の
リスクをお知らせ

津波災害警戒区域（令和７年３月指定予定）

津波浸水想定内の住民の方々が津波から
逃げることができるよう
警戒避難体制を整備する区域



津波災害警戒区域
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• 津波から「逃げる」ための警戒避難体制を特に整備すべき区域

• 土地利用や開発行為等に規制はかからない

① 基準水位の公表（ハザードマップへ反映・更新）
基準水位＝ 浸水深

＋建物等への衝突による津波のせき上げ高

② 要配慮者施設等への避難確保計画の
作成・訓練の義務化
要配慮者利用施設等＝社会福祉施設、学校等

③ 指定避難施設等の指定

④ 地域防災計画の拡充
出典：県災害対策課作成リーフレット(2020)

津波災害警戒区域指定の効果



津波災害警戒区域
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◯ 色ごとに幅がある
→具体的な浸水深があいまい

◯ 浸水深
→地面から津波の海面までの高さ

◯ １０ｃｍ単位で表示
→避難に要する高さが明確に

◯ 基準水位
→浸水深＋建物へのせり上がり分

津波浸水想定 基準水位(津波災害警戒区域)

640ｃｍ

１０ｍ四方



津波から命を守るために
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 津波注意報・津波警報等の発表、避難指示の発令を待たず、
ただちに安全な高台等へ避難しましょう。

 率先して避難し、少しでも多くの人に行動を促しましょう。

地震に伴う強い揺れ
長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合

警戒区域の指定により、警戒避難体制が一層整備されますが・・・

• また、日頃から、津波ハザードマップ等を活用し、
避難場所や避難経路、浸水想定範囲、基準水位等をあらかじめ確認し、
実際に避難してみることが重要です。



津波から命を守るために
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浸水深 目安

0.3ｍ以上 避難行動がとれなく（動くことができなく）なる

１ｍ以上 津波に巻き込まれた場合、ほとんどの人が亡くなる

２ｍ以上 木造家屋の半数が全壊する

５ｍ以上 ２階建ての建物が水没する

10ｍ以上 ３階建ての建物が完全に水没する

出典：南海トラフの巨大地震モデル検討会(2012)
『南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告）津波断層モデル編―津波断層モデルと津波高・浸水域等について―』

陸域における津波被害と浸水深との関係



避難確保計画について
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避難確保計画について

避難確保計画とは

避難確保計画の作成が義務付けられる施設

避難確保計画作成の手引き

e-かなマップによる避難経路図の作成方法

参考資料

茅ヶ崎市からのお知らせ
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避難確保計画とは
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施設の利用者の津波の発生時における

円滑かつ迅速な避難の確保を

図るために必要な措置に関する計画

＜津波防災地域づくりに関する法律 第71条第１項より抜粋＞



避難確保計画の作成が義務付けられる施設
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・津波災害警戒区域
・市町村の地域防災計画に名称と所在地が記載された、
・地下街等、または社会福祉施設、学校、医療施設その他の
主として防災上の配慮を要する者が利用する施設

①避難確保計画の作成、市町村長への報告、公表

②避難確保計画に基づく避難訓練の実施と

市町村長への結果報告

義務



避難確保計画の作成が義務付けられる施設
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社会福祉施設、学校、医療施設の例



避難確保計画の作成が義務付けられる施設

19

【参考】避難確保計画の作成等が義務付けられるその他の区域
区域名 対象となる災害 根拠法

洪水浸水想定区域 洪水 水防法

雨水出水浸水想定区域 内水 〃

高潮浸水想定区域 高潮 〃

土砂災害警戒区域
がけ崩れ（急傾斜地の崩壊）、
土石流、地すべり（地滑り）

土砂災害警戒区域等における土砂
災害防止対策の推進に関する法律

・国交省：「重ねるハザードマップ」「わがまちハザードマップ」

・神奈川県：「ｅ－かなマップ」（洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域のみ）

※ 各区域の確認方法



避難確保計画作成の手引き 計画作成に当たって（抜粋）
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避難確保計画作成の手引き 目次の例（66頁）

21
※市町村に提出必要



避難確保計画作成の手引き 防災体制（26頁）
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 施設の体制を機能的に組織する

 施設職員の役割分担を定める

限られた時間に迅速かつ確実に
施設利用者の避難を確保するためには・・・

防災体制を確立した際の
組織構成と役割分担しておく必要がある

※レベルによって異なる場合があるため、段階ごとに記載



避難確保計画作成の手引き 防災体制・津波の例(70・71頁)
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津波到達時間が長い場合津波到達時間が短い場合



避難確保計画作成の手引き 避難誘導（74頁）
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迅速かつ適切な避難行動のため備えておくべき事項

①避難先、移動距離及び避難方法

②避難経路



避難確保計画作成の手引き 避難誘導（74頁）
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避難先、移動距離及び避難方法

①適切な支援を提供できる系列施設や同種類似施設

②市町村が指定する指定緊急避難場所
※①→②の順に検討

・土砂災害警戒区域や津波による浸水のおそれがある区域等に存してないこと
・浸水しない居室があること
・一定期間浸水することにより生じる可能性がある支障を許容できること

屋内安全確保について(以下に該当するか検討の上、選択するか慎重な判断が必要)



避難確保計画作成の手引き 避難誘導（74頁）
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避難経路

避難訓練等により避難経路の確認、
必要に応じて見直しするものとする

【
施
設
周
辺
の
避
難
地
図
】

【
施
設
建
物
内
の
避
難
経
路
図
】



e-かなマップによる避難経路図の作成方法
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 津波浸水想定マップ上に避難経路を描画することで、

施設独自の避難経路図を簡易に作成できます。

 完成図を画像データとして保存することで、繰り返し印刷できます。

「e-かなマップ」を活用し、避難経路図を作成することで・・・

 避難目標地点は、津波浸水想定外の場所とします。あくまでも、緊急的に避難する
一時避難であり、長期的に滞在する二次避難とは異なります。

作成上の注意点

 避難経路は災害時に道路閉塞等により通行できない可能性があるため、できる限り
複数経路を想定しましょう。

 海側へは避難せず、河川の横断は避けましょう。
※【e-かなマップURL】 https://www2.wagmap.jp/pref-kanagawa/Portal
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e-かなマップによる避難経路図の作成方法

1.「防災と安全」をクリック 2.「津波浸水想定マップ」をクリック
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e-かなマップによる避難経路図の作成方法

3.「利用許諾」の確認 ４.住所の入力

利用許諾をお読みいただき、
同意いただける場合は、
「同意する」をクリックする。

赤枠の欄に、
施設住所を入力し、
「検索」をクリックする。
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e-かなマップによる避難経路図の作成方法

5.該当リストから対象住所をクリック 6.避難経路の描画(「描く」をクリック)
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1.任意のアイコンを選択する。
2.地図上の描画したい箇所をクリックする。
3.「入力図形を確定」をクリックする。

1.線の太さ、色等を選択する。
2.地図上の2点以上をクリックする。
3.「入力図形を確定」をクリックする。

e-かなマップによる避難経路図の作成方法

7.避難経路の描画(アイコンの描画) 8.避難経路の描画(線の描画)
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1.用紙サイズ等を選択する。
2.縮尺を選択する。
3.「印刷する」をクリックする。

e-かなマップによる避難経路図の作成方法

9.「印刷」をクリック 10.印刷する
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e-かなマップによる避難経路図の作成方法

【参考1】:画像データとして保存する

1.サイズ、保存形式、縮尺を選択する。
2.「表示画像をファイル保存」クリックする。
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e-かなマップによる避難経路図の作成方法

【参考2】:距離の測定

1.「距離計算」をクリックする。
2.計算したい経路上の2点以上をクリックする。
3.選択した区間の距離が表示される。



参考資料 要配慮者利用施設の浸水対策（国交省ＨＰ）
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参考資料 要配慮者利用施設の浸水対策（国交省ＨＰ）
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要配慮者利用施設にお
ける避難確保の重要性

災害リスク等の確認

防災体制

情報収集・伝達

避難に必要な設備や備
蓄品

防災教育及び避難訓練

動画内容



茅ヶ崎市ホームページ

「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について」

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/bosai/1001315/1031265.html

・避難確保計画のひな形

・避難確保計画の作成の手引き

・訓練実施結果報告書

・各種ハザードマップ（津波ハザードマップは令和７年９月中に掲載予定）

・まっぷdeちがさき

・e-かなマップ（神奈川県ホームページ）

二次元コード

茅ヶ崎市からのお知らせ
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茅ヶ崎市の地域防災計画の修正は令和８年２月を予定しています。
津波災害警戒区域内に施設があり、施設の名称と所在地が地域防災計画
に記載されると、避難確保計画の作成等が義務となります。

①避難確保計画の作成、市町村長への報告、公表
②避難確保計画に基づく避難訓練の実施と
市町村長への結果報告

義務

茅ヶ崎市からのお知らせ

令和８年２月２７日（金）までに避難確保計画を作成し、ご提出をお願いいたします。

避難確保計画の作成に合わせて訓練を実施し、訓練結果も合わせてご報告いただくことも可能です。
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茅ヶ崎市からのお知らせ
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高齢者施設 介護保険課 給付担当 0467-81-7164

障がい者利用施設 障がい福祉課 障がい者支援担当 0467-81-7160

保育園・幼稚園 保育課 保育指導担当 0467-81-7174

放課後児童クラブ 青少年課 児童クラブ担当 0467-81-7228

公立小・中学校 学校教育指導課 指導担当 0467-81-7224

病院 保健所 地域保健課 地域保健担当 0467-38-3314

上記以外の施設 防災対策課 防災担当 0467-81-7127


